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矢 掛 町 農 業 委 員 会 議 事 録 

 

１. 開催日時 

令和２年７月２０日（月）午前９時００分～午前９時３５分 

 

２. 開催場所 

 矢掛町役場 ３階 大会議室 

 

３. 出席委員  １６名 

農業委員９名 農地利用最適化推進委員７名 

１番 岸野 敏夫 出 矢掛地区推進委員 阿部 泰博 出 

２番 石井  博 出 美川地区推進委員 守屋 弘旨 出 

３番 妹尾 吉髙 出 三谷地区推進委員 田邉 穂積 出 

４番 竹内 義男 出 山田地区推進委員 門野 竹志 出 

５番 三好 伸夫 出 川面地区推進委員 池田 信夫 出 

６番 坪井 幹子 出 中川地区推進委員 奥村 明美 出 

７番 山部 智裕 出 小田地区推進委員 妹尾 行恭 出 

８番 池田  喬 出    

９番 髙月 周次郎 出    

 

４. 議題日程 

 

（１）会長の互選について  

 

（２）会長職務代理者の互選について  

 

（３）議席の決定について  
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事 務 局 長 皆様おはようございます。 

それでは、委員改選後、初回の農業委員会総会を開会いたします。 

 

農業委員、農地利用最適化推進委員の皆様におかれましては、本日より委員の

立場として、矢掛町の農業振興にご尽力いただけますようお願いし、皆様のご

活躍を期待しております。 

 

さて、農業委員の皆様は先ほど、町長室において、町長より任命辞令を受けら

れ、この総会にご参加いただいております。農地利用最適化推進委員の皆様に

つきましては、農業委員会が任命権者となりますので、この後、農業委員会長

が決定した後に辞令交付を行います。 

 

それでは、まず、招集者であります山野町長よりご挨拶をいただきます。 

 

町 長 

 

皆様おはようございます。町長の山野でございます。今，司会が申しましたよ

うに，この度が初総会ということで，先ほど農業委員の方には辞令交付させて

いただきました。これからよろしくお願いします。推進委員の方にはこれから

会長を決めた後，会長から辞令交付ということになりますので，よろしくお願

いします。 

先般の大雨がございましたが，町内はほとんど被害はないという報告です。今

大変なのは新型コロナ対策です。落ち着いたと思って，国も県もコロナ防止対

策と経済社会活動とを併用してスタートしたばかりですが，早くも全国的に大

変な状況になっています。岡山県でも昨日クラスターが発生したという情報も

あります。国民の一人一人が三密を避けながら，基本を守って行動しなければ

なりません。国，県，町，それぞれの行政の役割をしっかりと果たしていきた

いと思います。 

そのような中で，農業委員，推進委員としての活躍でございます。国や県が出

した方針を基に，地元市町村がどうしたらよいか知恵を出すことが，農業委員

，推進委員が担う大きな役割であります。農業委員会の上部団体は農業会議で

す。片山虎之助氏が会長です。矢掛町にとって農業は大きな柱です。簡単では

ありませんが，皆様の知恵をお借りしながら，今後の矢掛町の農業をどうした

らいいか，議論していかなければなりませんので，よろしくお願いします。 

 

事 務 局 長 

 

ありがとうございました。 

ここで、皆様初顔合わせということもありますので、順に自己紹介をお願いい

たします。 
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（副町長 → 農業委員（地区順）→ 推進委員（地区順） → 事務局の順

で自己紹介） 

 

事 務 局 長 

 

続いて、日程第４の臨時議長の指名について、町長の進行でお願いします。 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

それでは、日程第４の臨時議長の指名を行います。 

改選後の初総会でありますので、会長の互選を行う議事の進行役として、臨時

議長を決める必要があります。 

しかし、この臨時議長の選出方法につきましては、農業委員会等に関する法

律、及び矢掛町農業委員会の規程、会議規則には、はっきりと規定されており

ません。 

そこで、お手元の資料にありますように、地方自治法 第１０７条の「議長の

職務を行う者がいないときは、年長の議員が議長の職務を行う」という規定を

準用させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか？ 

 

 （異議なし） 

 

ありがとうございます。それでは、本日の会議の臨時議長には、最年長農業委

員であります、池田 喬 委員をご指名申し上げますので、以下、会長の互選

につきまして、よろしくお願い申し上げます。 

 

  （池田委員が臨時議長席へ移動） 

 

臨 時 議 長 

 

ただ今、町長から臨時議長に指名されました池田でございます。 

何分にも不慣れな者でございますが、会長が決まりますまで、私が議事進行役

を務めさせていただきますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

【会議録署名委員の指名】 

臨 時 議 長 

 

議事に入ります前に、本日の会議録署名委員を指名させていただきます。 

本日の署名委員には、地区順に竹内義男委員と、三好伸夫委員を指名いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

それでは、ただ今から議事に入ります。 
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議題（１）【会長の互選】 

臨 時 議 長 

 

 

事 務 局 

 

臨 時 議 長 

 

 

 

７ 番 委 員 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

新 会 長 

 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

 

 

選挙第１号 会長の互選を行います。 

互選に入ります前に、事務局から法的な説明をします。 

 

（事務局 説明） 

 

事務局の説明が終わりました。何か質問はありませんか。 

お諮りします。農業委員の中からの会長の互選については、いかがいたしまし

ょうか。 

 

高月前会長が引き続き委員でいらっしゃるので，引き続き会長をしていただき

たいと思います。 

 

今，「前会長である高月委員」との意見がありました。いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議がないようですので，高月周次郎委員を会長と決定いたします。 

高月会長に就任のご挨拶を頂きます。 

 

ご指名をいただきました高月でございます。農業委員会の在籍期間は長いです

が，奥の深い業務であります。これから矢掛町の農業を皆様とともに考えてい

きたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

これをもちまして私の役目は終わりました。 

皆様のご協力に厚くお礼申しあげ、新会長と交替いたします。 

 

（臨時議長と新会長の席の移動） 

議題（２）【会長職務代理者の互選】 
 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

議 長 

選挙第２号 会長職務代理者の互選を行います。 

互選に入ります前に、事務局から法的な説明をします。 

 

（事務局 説明） 

 

事務局の説明が終わりました。何か質問はありませんか。 
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５ 番 委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

新会長職務

代 理 者 

お諮りします。農業委員の中から会長職務代理者の互選については、いかがい

たしましょうか。 

 

会長が指名されてはどうでしょうか。 

 

会長指名の声がありました。いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

岸野前会長職務代理者が引き続き委員でいらっしゃるので，引き続き会長職務

代理者をしていただきたいと思います。 

いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議がないようですので，岸野敏夫委員を会長職務代理者と決定いたします。 

岸野会長職務代理者に就任のご挨拶を頂きます。 

 

ただ今ご指名をいただきました岸野敏夫と申します。高月会長と同じように，

何年も農業委員をさせていただいておりますが，まだまだ奥の深い業務だと実

感しております。皆様のまとめ役という形になりますので，どうぞ３年間よろ

しくお願いします。 

 

議題（３）【議席の決定】 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

続きまして、決定第１号の議席の決定を行います。 

事務局から、法的な説明をします。 

 

（事務局 説明） 

 

事務局の説明が終わりました。 

説明のとおり、議席は「くじ」で決定します。 

なお、慣例によりまして、１番を会長職務代理者に、９番を会長に、決定させ

ていただきます。 

また，農地利用最適化推進委員の議席につきましては，行政番号順に決定させ

ていただいております。 

それでは、２番から８番までの、くじを行います。 
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事 務 局 

 

議 長 

事務局、各委員を地区順に回って下さい。 

 

（事務局 各委員を回る） 

 

くじの結果を事務局から報告します。 

 

（事務局 報告） 

 

ただ今の報告のとおり議席を決定します。 

 

それでは、決まりました議席の順番のとおり、席の移動をお願いします。 

 （議席順に席移動） 

推進委員辞令交付 

事 務 局 長 それでは、続きまして、農地利用最適化推進委員の辞令交付を行います。 

 

農地利用最適化推進委員は、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の

発生防止・解消などの業務を、地域の中心となって推進するという重要な役割

を担っています。 

 農地利用最適化推進委員は、農業委員会が委嘱することとなっていますので、

農業委員会長より辞令を交付していただきます。 

 

（会長より辞令交付） 

（７名の辞令交付が終了し、全員着席） 

  

議 長 

 

 

副 町 長 

 

 

 

 

議 長 

以上で、本日の会議についての審議は終了いたしました。 

総会の終了にあたり、山縣副町長から一言ご挨拶をお願いします。 

 

皆様ご苦労様でした。初回総会ということで，会長・会長職務代理者の決定，

推進委員の辞令交付が無事に終わり，これからスタートということになります

。農業は時代とともに課題も多くあります。皆様の知恵をお借りして，３年間

よろしくお願いします。 

  

ありがとうございました。 

これをもちまして、本日の農業委員会総会を終了いたします。 

  


